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�愛媛県告示第１１０２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１０３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１０４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 指定自立支援医療機関の指定（４件）……………………………………………………………………………………………（健康増進課、障がい福祉課）…８７７

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…８７８
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○ 解除予定保安林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８７８

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（砂防課）…８７８

○ 道路の供用開始（県道御内下畑地線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８７９

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…８７９

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…８７９

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

マック東温野田調剤薬局 東温市野田３丁目５０４番
地１ 株式会社大屋 西条市西田甲５９０番地２ 代表取締役

伊 藤 慎太郎
精神通院医療（薬
局）

令和６年
１２月１日

フロンティア薬局小坂店 松山市小坂３丁目３番１ 株式会社フロンティア 大阪市淀川区宮原三丁目
５番３６号

代表取締役
重 森 裕 之

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１２月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社カインドハウス 今治市南鳥生町２丁目３
番４３号

代表取締役
八 木 良 訪問看護カインドハウス 今治市南鳥生町２丁目３

番４３号 精神通院医療 令和６年
１２月１日

メディカルケア中井株式
会社 松山市来住町１４４－１８ 代表取締役

中 井 孝 光
訪問看護ステーションめ
ぐり愛

松山市南�米町６８６－１９
メゾン・ド・白ばら１０２
号

精神通院医療 令和６年
１２月１日

株式会社２４８ 伊予郡松前町大字北川原
１４５０番地１

代表取締役
間 藤 太 郎

訪問看護ステーションて
とめ

松山市六軒家町３－４２ハ
ローコートＭＭ６０２号 精神通院医療 令和６年

１２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第５６９号 令和６年１２月１３日
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�愛媛県告示第１１０６号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

新居浜市 芋野の一部 令和４年度から
令和５年度まで

新居浜市（芋野の
一部）の地籍図及
び地籍簿

宇和島市 高串の第１１・第
１２

令和４年度から
令和５年度まで

宇和島市（高串の
第１１・第１２）の地
籍図及び地籍簿

宇和島市 下畑地の第１３ 令和４年度から
令和５年度まで

宇和島市（下畑地
の第１３）の地籍図
及び地籍簿

大洲市 菅田第８計画区 令和４年度から
令和５年度まで

大洲市（菅田第８
計画区）の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

令和６年１２月１３日
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�愛媛県告示第１１０７号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町西谷字中�保７４６０の３
２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

指定理由の消滅
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�愛媛県告示第１１０８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町西谷字中�保７４６０の５、７４６０の６
２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１０９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市吉田町立間字ツカノクチ１番耕地１４９５の１、１番耕地

１４９５の７、１番耕地１４９７の２、字ツカノ口３番耕地５４１の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地及び用排水路用地とするため
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�愛媛県告示第１１１０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１０５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

マック東温野田調剤薬局 東温市野田３丁目５０４番
地１ 株式会社大屋 西条市西田甲５９０番地２ 代表取締役

伊 藤 慎太郎
薬局（育成医療・
更生医療）

令和６年
１２月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社 カインドハウ
ス

今治市南鳥生町２丁目３
番４３号

代表取締役
八 木 良 訪問看護カインドハウス 今治市南鳥生町２丁目３

番４３号
訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

令和６年
１２月１日
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選挙管理委員会告示

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

浅川１
号谷－
１
４８１－
６０１０

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 浅川１
号谷－
１
４８１－
６０１０

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

浅川１
号谷－
２
４８１－
６０１１

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 浅川１
号谷－
２
４８１－
６０１１

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県選挙管理委員会告示第９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年１２月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１０５，３８２

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，１０８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３８，１７３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１１１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 御内下畑地線
宇和島市津島町槇川１８３７番２から

同町槇川１８３４番２まで
令和６年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字立石１０９４番２から

同町大竹字立石１０８６番１まで

旧 １１．０～１２．２ ０．１３０

新 １１．０～１５．３ ０．１３０

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，５３１ １４，１７７

南 宇 和 郡 １６，８２９ ５，６１０

松山市・上浮穴郡 ４２６，５７９ １３７，７６４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３０，６８６ ４３，５６２

宇和島市・北宇和郡 ６９，９４８ ２３，３１６

八幡浜市・西宇和郡 ３３，３７１ １１，１２４

新 居 浜 市 ９５，０９４ ３１，６９８

西 条 市 ８７，０５１ ２９，０１７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，６１０ １５，５３７

伊 予 市 ２９，９８５ ９，９９５

四 国 中 央 市 ６９，３５２ ２３，１１８

西 予 市 ２９，５３６ ９，８４６

東 温 市 ２７，８１０ ９，２７０

令和６年１２月１３日 発行


